
乗務員
※令和５年４月１日以降に市
内公共交通事業へ就職し、
２種免許を取得している者

事業者
※市内に営業所があり、市内
で運行する公共交通事業者

石垣市へ申請
【就労支援補助金交付申請】

・申請書(様式第１号)
・在籍事業者報告書(様式第２号)
・履歴書
・住民票
・義務履行証明書
・２種免許証(写し)

※令和６年２月１６日〆切

石垣市へ申請
【事業継続支援補助金交付申請】

・申請書(様式第３号)
・雇用者の２種免許証(写し)
・事業認可許可書(写し)

※令和６年２月２９日〆切

石垣市より交付決定兼確定通知(様式第４号)
↓

・請求書の提出(様式第５号)

６カ月後

石垣市へ報告
【現況報告】

・現況報告書(様式第６号）
・雇用状況が確認できるもの

６か月以内に離職した乗務員

石垣市へ返還

※申請回数についてですが、乗務員、事業者
どちらも原則１回のみとなります。


